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平成２８年度 

             子どもが光り輝く学校を目指して 

                                    京都市立朱雀第七小学校 

１． 学校教育目標 

『自分のよさを磨き，一人一人が光り輝く子どもの育成』 

～自己を見つめ，なりたい自分の実現を目指して～ 

 

子ども一人一人の「個」が大切にされた教育，すなわち，一人一人の人権が尊重された中で， 

生き生きとした教育活動が行える。全ての子どもにとって，学校は心の居場所である。安心して 

自己実現，言い換えれば，「なりたい自分の実現」ができる場である。子どもが光り輝く学校を目 

指す。 

 本来，子どもは，多様な力をもっているが，自分の「よさや可能性」を見いだせない子どもも多

く見ることができる。そうした子どもの「よさや可能性」を見出し，指導者である教職員が，子ど

もを磨く（褒めて育てる）ことが重要である。 

子どもには，２１世紀の社会を生き抜く「生きる力」を必要とする。そのため，「知・徳・体」の

調和のとれた，三つの力を育まねばならない。 

 「知」つまり「確かな学力」であり，しっかりとした知識と技能を身につけることである。 

 さらに，「自ら学ぶ力」「自ら考える力」そして，「豊かに表現し，行動する力」を育まねばならな

い。 

 「徳」つまり「豊かな心」であり，社会で生きていく上で必要な道徳心と道徳的実践力を身につ

け，行動化まで図ることが重要である。豊かな人間関係とコミュニケーション能力を身につけ，集

団規律を守り，しっかりした社会生活を送っていくための基盤づくりが必要である。 

 「体」つまり「健やかな体」であり，心身の健康が第一である。さまざまな活動をするためには

十分な体力と健全な心身の育成を図らなければならない。少々のことではくじけない「逞しい子ど

も」の育成が重要である。 

 以上の三つの力を有機的に育成していくことが，「将来生きて働く力」につながるのである。 

 



２．目指す子ども像     ＊自ら進んで学習する子（知育） 

＊自分も友だちも大切にする子（徳育） 

          ＊身も心も健康な子（体育） 

 

３．目指す子ども像の実現に向けて 

○ 自ら進んで学習する子（知育） 

  「やるべきことは やりきらせる」という教職員の指導力の向上を図ったうえで，以下の 

取組を通して主体的に学習に向かう子どもの育成を推進する。 

 ・普通授業の充実 熱心な教材研究の風土・研究発表会・校内授業研究会・自主的授業研究活

動・管理職による授業指導・若手教員の勉強会・学年単位での授業など 

          （授業の始まりから終わりまで４５分で完結させる） 

・課外学習の活用 放課後の徹底した補充指導など 

（その日のうちに学校で指導しきる） 

  ・指導と評価の一体化 全国学力・学習状況調査，ジョイントプログラム，プレジョイントプ

ログラム，研究会テストの結果と補助簿や通知票などの評価との連動 

 ・朝の時間や帯タイムを活用した学習 朝読書・スキルタイムを活かした取組 

 ・長期休業中の活用 補充学習の充実（ジョイントプログラム等） 

 ・放課後まなび教室との連動 自学，自習の習慣形成（的確な指示と連絡） 

 ・家庭学習の充実 宿題や予定表の宿題チェック欄・週末プリント 

 ・小中一貫の取組 行事交流や連携した授業の充実 

○ 自分も友だちも大切にする子（徳育） 

  豊かな感性が息づく学校（学級）づくりを推進し，全ての教育活動を通じて人権文化が満ち

溢れた学校（学級）を創出する。 

 ・普通授業の充実 人権尊重の観点から価値につながる学習内容の意識化を図る 

 ・道徳教育の充実 しなやかな道徳教育と人権教育との融合を図る（道徳教育推進教員） 

 ・特別活動の推進 よりよい集団形成を推進しいじめのない学級・学年・学校を創出する 

 ・実態把握の徹底 各種研修会にて配慮が必要な子どもの把握を徹底する（生活実態調査） 



○ 身も心も健康な子（体育） 

  一人一人の子どもが自分のもつよさを発見し，かけがえのない自分に気づく中で，自己肯定

感を持ち，自分の行動に自信が持てる子どもを育成することを推進する。 

 ・体と心の安定と技能の習得  基本的生活習慣の形成と子どもの生活サイクルの把握 

 ・保健指導の充実  喫煙教育や学校薬剤師による薬物乱用防止教育の充実 

 

４．目指す学校像 

   子どもを通わせたいと思える学校 

 

５．目指す教職員像 

  子どもに対し身近な教育環境としての教職員 

  教職員は常に子どもにとって身近な教育環境としての意識をもち，丁寧な言語環境に努め， 

笑顔あふれる教職員・子どもの見本となる言動・地域や保護者への丁寧な対応に努めることが 

大切である。 

 

６．教育環境向上のための意識として 

・小さな見逃しが全体の崩壊につながる 

【ハインリッヒの法則】細かなトラブルでも，子どもに耳を傾け，その日のうちに解決する 

           「見逃しのない教育」「先送りの教育をしない」    

    １：２９：３００ １件の大きな事故・災害の裏には，２９件の軽微な事故・災害，そし

て，３００件のヒヤリ・ハット（事故に至らなかったもののヒヤリとした，ハットした事例

がある）とされる法則 

    

【割れ窓理論】物的環境美化に心がけ，清掃・トイレスリッパ整頓などおざなりにしない 

    治安が悪化するまでに，次の経過をたどる 

   １ 建物の窓が壊れているのを放置すると，それが「誰も当該地域に対し関心をもっていな

い」というサインになり，犯罪をおこしやすい環境を作り出す。 

   ２ ゴミのポイ捨てなどの軽犯罪が起きるようになる。 



   ３ 住民のモラルが低下して，地域の振興，安全確保に協力しなくなる。それが，さらに環

境を悪化させる。 

   ４ 凶悪な犯罪を含めた犯罪が多発するようになる。 

 

 ７．学校づくり全体構想図（Ｐ・Ｄ・Ｃ・Aサイクルを活かして） 

 

子どもにつけたい力 

○一人一人が自分の課題を見つけ，自ら学び，自ら

考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する資

質や能力。 

 

○各教科・道徳・総合的な学習・領域等における基

礎的基本的な内容の厳選・精選を行い，確かな

学力の定着。 

 

○全ての人を，人として尊重して生きることを，「自

分の生き方」の基本に捉え，実践できる力と態

度。 

 

 

○身近な異年令の人や自然との触れ合い， 体験

活動を通して，豊かな人間関係や生命を大切に

する心や豊かな感性。  
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教職員の共通理念 

○個を生かす教育，個に応じた教育，子ども主体

の学習等を実践し，個の持てる資質・能力を引き

出し，生きる力を育む。 

 

○朱七の子一人一人の人格の確立を目指し，互い 

の人権を尊重することを通して，さらなる人権教育 

 を推進する。 

 

○全教職員の子どもへの共感的理解により，「どの

子にとっても楽しい生活の場としての朱七」「子ど

もを大切にし，子どもが主人公の特色ある朱七」

づくりに努める。 

○保護者・地域の方々と連携し，豊かな教育条件・

学習環境づくりに努める。（協働活動） 

   

 

              教職員の意識改革（具体的な取組 ・実践）  Do  

          学校評価システム（教職員・児童・保護者・地域による点検）  Check  

       評価内容の考察（振り返りと見直し）公表（学校だより・ホームページ）  Action 


